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山五地区に係る学校規模適正化説明会 議事概要 

（山田第三小学校区の未就学児の保護者） 

 

１ 日 時  令和５年９月 10 日（土）午後１時 30 分～２時５分 

２ 会 場  山田第三小学校 多目的室 

３ 参加者  山田第三小学校校区の未就学児の保護者 ６名 

教育未来創生室 薬師川室長、木村参事、土井主幹、向垣内主幹指導主事、 

渡辺主査、金谷係員 

４ 内 容  山田第五小学校に係る学校規模適正化について 

５ 質疑応答 

 

保 護 者：新通学路の安全対策はもう統合する令和 7 年度には完了してるっていう認識

でよろしいでしょうか。 

 

教育委員会：こちらの方ですが、今我々の方で検討させている案を一応載せさせていただい

ております。ただ、どういう形になろうが、7 年度に統合するということに向

けて、6 年度中に整備していきたいというふうに考えております。こちらの方

の安全対策なんですけれども、我々が今考えているのが、例えば防犯カメラで

あったりとか防犯灯といったところを考えてるんですけれども、皆さんの方

で、特に保護者の方の目線から見て、こういうところちょっと危ないん違うか

とかいうようなご意見がありましたらぜひともお伺いしたいなというふうに

考えておりますので、またご提案等ありましたらよろしくお願いいたします。 

 

保 護 者：すいません。増学級にあたって、普通教室の空き教室の方はあるかなというふ

うに思うんですけれども、教室に入れる備品等はこの 1 年半の期間で新しく

購入していただいて、教室に準備していただけるのかっていう点と、あと学童

について 2 点なんですけれども、学童も統合することによって教室を増やす

等の変更があるのか、あと受け入れの学年が今の状態と変わることがあるの

か、その点を教えていただきたいと思います。 

 

教育委員会：まず備品の部分につきましては、ちょっとこれから精査させていただきたいと

は思っておるんですけれども、もちろんその山五小学校の方の備品をもう一

度こちらの方で再度活用させていただくということもありますし、状態によ

っては買い替えなんかも必要になってくる場合というのがあるかと思うんで

すが、いずれにせよ統合が令和 7 年の 4 月ということでしたら、それに間に

合うように、体制の方は組んで参りたいというふうに考えております。 
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学童の方は担当はちょっと違うんですけれども、状況は確認しておりまして、

今こちらの方は学童２クラスで、山五の方が１クラス、おそらく 3 クラスにな

るのかなと。向こうでやってる状況とこっちでやってる状況をきっちり引き

継ぎもしながら、ご不便がないような形で対応させていただくということで

お聞きしておりますので、安心していただいていいと思います。 

 

保 護 者：今使っている普通教室を学童の教室に転用するという形ですか。 

 

教育委員会：場合によってはそういう手法も取らせていただく可能性はございます。ただ、

教室は十分にあるというふうに聞いてますので、そういうところは適切に対

応させていただきます。もう一点、受け入れ学級なんですけども、基本的には

令和 7 年度は 35 人学級っていうのが 1 年生から 6 年生まで国の法律でも定め

られておりますので、今が例えば 2 学級あって、同じ人数が増えた場合、70

人を超えるような場合については 3 クラスになりますし、超えない場合は 2

クラスのままというふうになります。 

 

保 護 者：すいません、私の質問が悪くて。学童保育が何年生まで受け入れているのか。 

ちょっと山三小学校の現状を知らないんですけれども、人数が増えることに

よって 4 年生まで受け入れていたのに 3 年生までしか受け入れられなくなる

とかそういったことがあるのかなと。 

 

教育委員会：それも学童の方の話でしたね。そういう対応で 4 年生までを 3 年生までにす

るということはないというふうに聞いてますので、安心していただいていい

と思います。 

他にご不明な点とかございましたらお答えいたします。細かなことで結構で

す。今回の説明会のご案内を送らせていただいた中にメールアドレスも記載

させていただいておりますので、後日わからないこととかご不明な点があり

ましたら、そちらにご連絡いただいてもこちらからまた回答させていただき

ますし、併せまして 9 月 15 日からパブリックコメントっていう書面でご意見

をいただくっていう取り組みもさせていただきますので、そちらで書いてい

ただいても結構です。これ今ちょうど教育委員会の方で、こういう案を整理さ

せていただいてお示ししたんですけれども、今後実際に最終決定しますのは、

小学校って条例っていう自治体の作ってる条例の中で定められてますので、

それを改正するという手続きを市議会に提案をしましてそれで可決・承認さ

れましたら、最終決定という形になっています。ちょっと手続きという形でわ

かりにくいお話なので申し訳ないんですけれども、そういう流れで進んでま
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いります。その条例改正のためのパブリックコメントというのが 9 月 15 日か

ら開始されますので、ホームページにも掲載しておりますし公民館とかコミ

センとかにも用紙とかは置いてますのでまたご参考にしていただけたらと思

います。ちょっと今足早にご説明したんですけど、ご不明な点とかよろしいで

すかね、大丈夫ですか。 

今日もお休みの中お時間取っていただきましてありがとうございました。ま

たご不明な点とかありましたら、先ほど申し上げましたような手法で、こちら

の方にお問い合わせいただけたらいいかなと思います。では、本日はどうもあ

りがとうございました。 


